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豪州エネルギー事業グループ関係会社群との取引に係る更正通知受領について 

 
三菱商事は昨年 2006 年 3 月期決算において、豪州エネルギー事業グループ関係会社群と

の取引に関する、2000 年 3 月期から 2005 年 3 月期までの 6 事業年度について移転価格税

制の適用による法人税等 234 億円を見積もり計上しておりましたが、本日、東京国税局よ

りこのうち 2001 年 3 月期、一事業年度分の更正通知を受領しました。今回の更正通知にお

ける更正所得は 89 億円、納付する法人税等は 36 億円です。 
  当社は昨年、2000 年 3 月期への処分に対して 8 月に東京国税局に対して異議申立を行う

とともに、11 月に日豪租税条約に基づく相互協議を申立てました。 
当社は日豪両当局間の相互協議を通じ、二国間の二重課税が排除されることを期待して

おりますが、現時点では同協議は合意には至っておりません。このことから東京国税局は、

今回除斥期間の経過によって更正する権利が消滅する 2001 年 3 月期に対する更正処分を、

昨年の 2000 年 3 月期の処分に引続いて行なったものです。 
東京国税局によれば、2000 年 3 月期から 2005 年 3 月期の 6 事業年度について更正処分

する当初からの方針に現時点では変更なく、残る 4 事業年度についても相互協議が更に長

引いた場合は除斥期間の経過に応じて追加で更正処分を行うとのことですので、今回の更

正通知の受領による当社決算への影響はありません。 
なお、当社としては、今回の更正処分についても 2000 年 3 月期に対する処分への対応と

同様に、東京国税局に対する異議申立と、日豪租税条約に基づく相互協議申立の、双方を

行う方針です。 
以    上 


